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令和５年函審第１４号 

裁    決 

貨物船Ａ貨物船Ｂ衝突事件 

 

受  審  人  ｂ 

職  名 Ｂ船長 

海技免許 三級海技士（航海） 

 

本件について、当海難審判所は、理事官西村勇二出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

受審人ｂの三級海技士（航海）の業務を１か月停止する。 

 

理    由 

（海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

令和５年３月９日１９時５１分半僅か過ぎ 

北海道苫小牧港 

２ 船舶の要目 

船 種 船 名 貨物船Ａ 

総 ト ン 数 １６,０５３トン 

全 長 １６７.００メートル 

機関の種類 ディーゼル機関 

出 力 １９,１２５キロワット 
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船 種 船 名 貨物船Ｂ 

総 ト ン 数 １２,２６５トン 

全 長 １７９.９４メートル 

機関の種類 ディーゼル機関 

出 力 １５,９３０キロワット 

３ 事実の経過 

(1) 設備等 

  ア Ａ 

    Ａは、平成２３年１１月に進水し、トレーラー約１５０台及び

乗用車約９００台が搭載可能な、全通二層甲板を有する船首船橋

型ロールオン・ロールオフ貨物船で、名古屋、宮城県仙台塩釜、

青森県八戸及び苫小牧各港間の車両輸送に従事していた。 

  イ Ｂ 

  Ｂは、平成３１年２月に竣工した、１機１軸の可変ピッチプロ

ペラのほか、船首尾の各推力が約２１トンとなるようバウスラス

タ１機及びスタンスラスタ２機を装備し、１２メートルシャーシ

１８１台、乗用車１１５台、旅客１２人を搭載できる、最大載貨

重量が７,１００トンの、全通二層甲板を有する船首・船橋楼付

ロールオン・ロールオフ貨物船で、僚船３隻と共に苫小牧、茨城

県常陸那珂両港間を片道約２１時間で往復する定期航路に配船さ

れていた。 

 操舵室は、船橋楼上方の航海船橋甲板に設けられた、同室と張

り出しウイングとを一体化した全閉囲型船橋の前部に区画されて

おり、船首端から操舵室前面まで約１６メートルで、中央部に操

舵スタンド、その左方にエンジンコンソール、右方にレーダー２

台及び電子海図情報表示装置、前面窓上方に風向風速計が設置さ
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れていた。 

ウイングは、船側外板から約１メートル張り出して視界を広げ

ていたほか、右舷ウイングに遠隔操縦装置を備え、操舵室のほか

同ウイングから主機関、舵及び各スラスタを操作することができ

た。 

 海上公試運転成績書によれば、港内全速力前進中に舵角３５度

とした場合の最大縦距及び同横距が左回頭で約４５０メートル及

び約６１５メートル、右回頭で約４２０メートル及び約５２５メ

ートル、並びに航海全速力前進中の最短停止距離が約１,１８０

メートル、同所要時間が２分５９秒であった。 

(2) 苫小牧港 

苫小牧港は、北海道南岸の太平洋に面した勇払平野を掘り込んで

築造された堀込式港湾で、港内が第１区から第４区に区画され、第

１区から第３区及び第４区西部を西港、第４区東部を東港と称して

おり、第２区には、西防波堤と東防波堤で形成する港口（以下「西

港港口」という。）北方の港奥に、北ふ頭、入船ふ頭及び東ふ頭並

びに西ふ頭により北及び東西三方が囲まれて南方に開口する幅約 

４００メートル奥行き約９００メートルの縦長の水域（以下「西ふ

頭泊地」という。）が形成されていた。 

西ふ頭は、西ふ頭１号から同３号の各岸壁（以下、岸壁の名称に

ついては「西ふ頭」の冠称を省略する。）が南から順に区画された

総延長約７１０メートル、前面水深９メートル、法線方位３３６度

（真方位、以下同じ。）及び載貨重量１万トン級船舶を各岸壁に係

船できる港湾施設で、Ｂが入港する際は２号岸壁に出船右舷着けし

ていた。 

(3) 苫小牧港におけるｂ受審人の操船実績等 
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ｂ受審人は、（一部省略）船長職を執るようになって２号岸壁に

３回ないし４回着岸していた。 

引船の配備基準については、Ｘ社が定めた運航基準に示されてい

なかったものの、Ｙ協議会が、港内及び港界付近における船舶交通

の安全を図るため、入出港する船舶に対し、スラスタ装備船であっ

ても強風下においては適当な馬力の引船１隻以上を極力配備するこ

となどを定めていた。 

そして、ｂ受審人は、講師役の船長から風速が毎秒１０メートル

を超えるようであれば引船を配備するよう教えられ、船長職を執っ

て間がないこともあり、前示風速を引船の配備基準としたほか、３

号岸壁沖合で左回頭する際は、風向に応じて回頭開始地点を変える

などして強風下での操船に備えていた。 

(4) 本件発生に至る経緯 

Ａは、船長ａほか１０人が乗り組み、３号岸壁に入船左舷着けし

て揚荷役及び積荷役を終え、トレーラー８０台及び乗用車１９台を

搭載し、船首７.２０メートル船尾７.９０メートルの喫水をもって、

令和５年３月９日２２時１０分に離岸して八戸港に向かう予定で、

当該岸壁に係船して待機した。 

こうして、Ａは、乗組員２人が甲板当直に当たり、３３６度に向

首して３号岸壁に係船中、１９時５１分半僅か過ぎ苫小牧港漁港区

南防波堤灯台（以下「南防波堤灯台」という。）から０１１度

１,４５０メートルの地点において、同船の右舷船尾部にＢの右舷

船首部が前方から３４度の角度で衝突した。 

当時、天候は雨で風力７の南南東風が吹き、潮候は下げ潮の中央

期にあたり、北海道苫小牧市に強風注意報が発表されており、視界

は良好であった。 
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また、Ｂは、ｂ受審人ほか１２人が乗り組み、旅客４人及び乗用

車１７０台を搭載し、船首尾６.６５メートルの等喫水をもって、

３月８日２３時１０分常陸那珂港を発し、２号岸壁に着岸する予定

で、苫小牧港に向かった。 

ｂ受審人は、船橋当直を自身と三等航海士、二等航海士と甲板手、

一等航海士と甲板手の順に、２人１組で輪番に入直する４時間３直

制とし、出港操船を終えて翌９日００時００分同当直を二等航海士

に引き継いで降橋した。 

ｂ受審人は、１６時００分尻屋埼灯台から０５１度１５.０海里

の地点で、荷役に備えて待機させた一等航海士に代わって昇橋し、

二等航海士から引き継いだ３５３度の針路に定め、１８.２ノット

の速力（対地速力、以下同じ。）で、自身が操舵室前部中央に立っ

て操船に当たり、共に入直した甲板手を見張りに当たらせて自動操

舵で進行した。 

ｂ受審人は、１６時３０分尻屋埼灯台から０３０.５度２１.５海

里の地点で、代理店と定時連絡を行うに当たり、苫小牧船舶通航信

号所、苫小牧西港フェリーターミナル及び一般財団法人日本気象協

会の苫小牧港の現況を示す情報を入手するに留め、気象警報及び注

意報の発表状況の確認を十分に行わなかったので、室蘭地方気象台

が同日１５時３９分に発表した、胆振・日高地方では強風に注意す

ること、及び苫小牧市では１８時頃から海上の風が最大風速毎秒 

１５メートルとなることを把握せず、代理店に引船を要請すること

なく続航した。 

こうして、ｂ受審人は、入手した情報であれば、昇橋時に引き継

いだ風力７の東南東風が苫小牧港に接近するに連れて弱まると見込

んで操船に当たり、１９時００分僅か過ぎ苫小牧港西防波堤灯台
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（以下「西防波堤灯台」という。）から１９４度７.９海里の地点

で、針路を００８度に転じて西港港口に向け、１８.３ノットの速

力で進行した。 

ｂ受審人は、１９時１２分僅か前西防波堤灯台から１９９度

４.３海里の地点で、機関準備及び港内半速力前進を令し、針路を

適宜調整することとして西港港口に向かい、同港口南方約２海里沖

合で、入港部署を発令して三等航海士を船長補佐及びテレグラフの

操作に、甲板手を操舵に就かせ、一等航海士ほか２人を船首に、二

等航海士ほか１人を船尾に配置した。 

ｂ受審人は、１９時２７分西港港口を１２.７ノットの速力で航

過し、１９時３５分西ふ頭泊地に差し掛かったところで、三等航海

士及び甲板手を操舵室から船首尾各部に赴かせ、自身が右舷ウイン

グに移動して遠隔操縦装置による操船に当たった。 

ｂ受審人は、風勢が弱まらない状況下、西ふ頭泊地の中央部を４

ノットないし５ノットの速力で北上して１９時３８分２号岸壁沖合

に差し掛かり、左回頭を始めるべく翼角０度、左舵一杯、バウスラ

スタ左一杯及びスタンスラスタ右一杯としたが思うように回頭せず、

北方に向首した態勢のまま、３号岸壁沖合に向かって緩やかに移動

した。 

ｂ受審人は、ようやく回頭し始めたものの、回頭を終えたところ

で、Ａと互いに右舷を対して並び、西方に圧流されて同船に寄せら

れたので、機関を後進にかけ、左方に移動するよう各スラスタを操

作したものの、及ばず、Ｂは、Ａに向かって圧流され、１９０度に

向首して０.９ノットの後進速力となったとき、前示のとおり衝突

した。 

衝突の結果、Ａは、右舷船尾ランプドアの曲損等を、Ｂは、右舷
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ウイング等の曲損等をそれぞれ生じた。 

 

（原因及び受審人の行為） 

本件衝突は、夜間、２号岸壁に出船右舷着けする予定で、苫小牧港に

向けて北上中のＢが、代理店と定時連絡を行う際、気象警報及び注意報

の発表状況の確認が不十分で、予想される海上風等の状況を把握するこ

とも、代理店に引船を要請することもないまま入港し、西ふ頭泊地にお

いて、３号岸壁に係船中のＡに向かって圧流されたことによって発生し

たものである。 

ｂ受審人は、夜間、２号岸壁に出船右舷着けする予定で、苫小牧港に

向けて北上中、代理店と定時連絡を行う場合、引船を要請するか否かを

適切に判断できるよう、気象警報及び注意報の発表状況の確認を十分に

行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、苫小牧港の現況を示す

情報を入手するに留め、気象警報及び注意報の発表状況の確認を十分に

行わなかった職務上の過失により、予想される海上風等の状況を把握す

ることも、代理店に引船を要請することもないまま入港し、西ふ頭泊地

において、３号岸壁に係船中のＡに向かって圧流されて同船と衝突する

事態を招き、Ａ、Ｂ両船に損傷を生じさせるに至った。 

以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の三級海技士（航海）の業務を

１か月停止する。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 

令和６年２月２０日 

     函館地方海難審判所 
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          審 判 官  濱  田  真  人 

 

 


